
新型コロナウイルス感染症の
感染症法上の位置付け見直しへの対応等

静岡県健康福祉部感染症対策局
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令和５年４月１３日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議



 

Ⅰ 新型コロナの感染症法上の

位置づけ変更における

国の対応方針
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（Ｒ５.３.14 厚生労働省説明会資料）
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区　　分 現状(新型インフルエンザ等感染症) 移行後(５類) 

感染症法・
特措法 

疫学調査、健康観察 有 無 

入院勧告、就業制限 有 無 

陽性者･濃厚接触者の外出自粛要請 有 無 

行動制限 発令可能 発令できない 

医療費の公費負担 有 
入院医療・コロナ治療薬の

自己負担分は一定期間支援継続

感染者の把握と方法 全数把握 定点把握 （インフル同様）

ゲノムサーベイランス 有 継　続 

医療体制 
医療体制 特定の医療機関で対応 幅広い医療機関で対応 

診療報酬の嵩上げ措置 有 段階的に縮小 

支　援　策 

病床の確保(空床補償) 有 段階的に縮小  

宿泊療養施設 有 高齢者等対応のため特に必要な場合のみ継続

発熱患者等の相談対応 有 一定期間継続 
高齢者施設の感染対策 有 一定期間継続 

患者搬送 有 無 

食料支援、パルス貸出し 有 無 

診療体制整備に係る各種協力金 有 無 
ワクチン接種 無　料 無料接種の期間延長 

（参考）移行後の変更点　※国資料に基づき県で作成　



 

Ⅱ 新型コロナの感染症法上の

位置づけ変更における

本県の医療体制
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１　本県の移行スケジュール（案）　
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医
療
提
供
体
制

５月８日 ９月30日

宿泊療養

感染動向
把握

発熱等診療医療機関(※)で対応
※ 眼科を除く医療機関の66％で対応

幅広い医療機関で対応（対応可能機関を公表）

一部、保健所が関与して入院先を決定入院調整

自宅療養

段階的に廃止

健康観察、自宅療養協力金、食料支援、
パルス貸与

全数を把握し､毎日公表。週1回､評価レ
ベルとともに詳細データを公表

定点医療機関(県内139ヵ所)により把握､週1回公表

相談体制
発熱等受診相談センター、療養者支援
センター等で相談対応

相談体制は、一定の間継続

廃止

外
来

入
院

コロナ病床確保病院(56病院)での受入が基本
ただし、自院発生患者は原則自院で療養

全病院で軽症・中等症Ⅰの患者受入
確保病床は重症･中等症Ⅱの受入に重点化

廃止

原則､医療機関間で調整､必要に応じ保健所が支援
※ 各圏域でルールを決定し、段階的に移行

　
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
等
の
対
応

６月１日

移行･準備
期間



 

Ⅲ 新型コロナの感染症法上の

位置づけ変更後の
感染動向の把握方法
拡大期のアラート等
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 新型コロナの感染者の把握は、全数報告から定点医療機関（※）報告（週1回）に移行
　 ※ 本県の定点医療機関（内科・小児科139ヵ所、基幹10ヵ所）
　　　　新型コロナの診療の見込がない医療機関は同一保健所管内・同一定点種別で変更

１　５類移行後の感染動向の把握

保健所別
定点医療機関
の状況
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静岡県全体 第８波での１週間感染者数 日次報告と定点医療機関あたりの関係

【週の感染者数】

【前週比】

【線形近似】

【累乗近似】
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２　５類移行後の評価レベル等の取扱い（案）
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▼

○国全体での評価レベルは廃止
　医療非常事態宣言や医療ひっ迫防止対策強化宣言なども廃止

○９月末までは、一定数の病床を確保し、感染状況等に応じて確保病床
　数を変動させる必要がある。

〈議論いただきたいポイント〉

① 本県独自の評価レベルを設定するかどうか。

② 感染拡大時のアラート（感染拡大注意報等）を出すかどうか。

③ 感染拡大時に呼びかける感染対策強化内容

５類移行後


